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１ 保健医療圏

（１）保健医療圏

都民が住み慣れた地域で安心して生活していくためには、都民が必要とする保健医療

サービスを、だれでも、いつでも、どこでも、必要に応じて適切に受けることができる

ようにする必要があります。

都民のこうした保健医療需要に的確に応えるために、保健医療資源の効率的かつ適正

な配置を図るとともに、保健医療機関相互の機能分担と連携を推進して、保健医療提供

体制の体系化を図るための地域的単位として、東京都保健医療計画は、三つの保健医療

圏を設定しています。

≪一次保健医療圏≫

一次保健医療圏は、日常生活を支える健康相談、健康管理、疾病予防や頻度の高い一

般的な傷病の治療など住民に密着した保健医療サービスを福祉サービスと一体となって、

総合的・継続的に提供していく上での最も基礎的な圏域で、市町村を単位としています。

介護保険事業や健康増進事業など市町村が実施主体となって提供する住民に身近な

保健・福祉サービスや、在宅療養やリハビリテーション、緩和ケアなどの医療サービス

が一体となって、保健・医療・福祉が連携した地域ケアシステムが整備・充実される必

要があります。

≪二次保健医療圏≫

二次保健医療圏は、原則として特殊な医療を除く一般的な保健医療ニーズに対応する

ための区域で、圏域内で入院医療を概ね完結するとともに、医療機関の機能連携に基づ

く医療サービスと広域的・専門的な保健サービスとの連携などによる、包括的な保健医

療サービス提供体制の整備を図るための地域的単位です。また、二次保健医療圏は、医

療法第３０条の４第２項第１２号に規定する、主として病院の病床及び診療所の病床の

整備を図る地域的単位として設定する医療計画上の区域でもあります。

東京都は、都内に１３の二次保健医療圏を設定しており、多摩地区には５保健医療圏

があります。当圏域は、西多摩保健医療圏として、青梅市・福生市・羽村市・あきる野

市・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町の８市町村により構成されています。

なお、東京都の地域医療構想（平成 年 月。 ２６参照。）は、地域における病

床の機能分化及び連携を推進するための区域である「構想区域」を「病床整備区域」で

ある二次保健医療圏と同一区域に設定しています。

構想区域の医療法における位置づけ（「東京都地域構想」）

構想区域（病床整備区域）は、病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量を算出するため

の区域（医療法第３０条の 第 項第 号）であるとともに、主として病院の病床（一般・療

養）及び診療所の病床整備を図る区域（医療法第３０条の 第 項第１２号） 
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≪三次保健医療圏≫

三次保健医療圏は、一次及び二次の保健医療体制と連携の下に、特殊な医療提供を確

保するとともに、東京都全域での対応が必要な保健医療サービスを提供する上での区域

であり、その体制を整備していくための地域的単位です。三次保健医療圏は、東京都全

域となります。

二次保健

医療圏
構 成 区 市 町 村

面積

（ ㎡）

人口

（人）

区中央部 千代田区、中央区、港区、文京区、台東区

区南部 品川区、大田区

区西南部 目黒区、世田谷区、渋谷区

区西部 新宿区、中野区、杉並区

区西北部 豊島区、北区、板橋区、練馬区

区東北部 荒川区、足立区、葛飾区

区東部 墨田区、江東区、江戸川区

西多摩
青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、

奥多摩町

南多摩 八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市

北多摩西部 立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市

北多摩南部 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市

北多摩北部 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市

島しょ
大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、

青ヶ島村、小笠原村

計

資料：「平成２７年国勢調査」（総務省統計局）

「平成２７年全国都道府県市区町村別面積調」（国土交通省国土地理院）
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（２）基準病床数

基準病床数は、病床の適正配置の促進と適切な入院医療の確保を目的に、病床整備の

基準として、医療法第３０条の４第２項第１４号の規定に基づき、病床の種類ごとに定

めるものです。療養病床及び一般病床は二次保健医療圏ごとに、精神病床、感染症病床

及び結核病床は東京都全域（三次保健医療圏）でそれぞれ定めることとされています。

療養病床とは病院又は診療所の病床のうち主として長期にわたる療養を要する患者が

入院するための病床をいい、一般病床とは病院又は診療所の病床のうち療養病床、精神

病床、感染症病床及び結核病床を除いた病床をいいます。

東京都保健医療計画（第六次）においては、医療法施行規則等に基づき、二次保健医

療圏ごとに療養病床及び一般病床、三次保健医療圏（東京都全域）に、精神病床・感染

症病床・結核病床の基準病床数を次のとおり定めています。

（単位：床）

保健医療圏名 基準病床数

区 中 央 部

区 南 部

区 西 南 部

区 西 部

区 西 北 部

区 東 北 部

区 東 部

西 多 摩

南 多 摩

北多摩西部

北多摩南部

北多摩北部

島 し ょ

計

資料：「東京都保健医療計画」（平成30年3月改定）（東京都福祉保健局）

（単位：床）

区域 病床区分 基準病床数

精神病床

結核病床

感染症病床

資料：「東京都保健医療計画」（平成30年3月改定）（東京都福祉保健局）

東京都全域

療養病床及び一般病床

その他の病床

10

第１部 総論 第１部 総論



第１部 総論

10 

（２）基準病床数

基準病床数は、病床の適正配置の促進と適切な入院医療の確保を目的に、病床整備の

基準として、医療法第３０条の４第２項第１４号の規定に基づき、病床の種類ごとに定

めるものです。療養病床及び一般病床は二次保健医療圏ごとに、精神病床、感染症病床

及び結核病床は東京都全域（三次保健医療圏）でそれぞれ定めることとされています。

療養病床とは病院又は診療所の病床のうち主として長期にわたる療養を要する患者が

入院するための病床をいい、一般病床とは病院又は診療所の病床のうち療養病床、精神

病床、感染症病床及び結核病床を除いた病床をいいます。

東京都保健医療計画（第六次）においては、医療法施行規則等に基づき、二次保健医

療圏ごとに療養病床及び一般病床、三次保健医療圏（東京都全域）に、精神病床・感染

症病床・結核病床の基準病床数を次のとおり定めています。

（単位：床）

保健医療圏名 基準病床数

区 中 央 部

区 南 部

区 西 南 部

区 西 部

区 西 北 部

区 東 北 部

区 東 部

西 多 摩

南 多 摩

北多摩西部

北多摩南部

北多摩北部

島 し ょ

計
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結核病床

感染症病床

資料：「東京都保健医療計画」（平成30年3月改定）（東京都福祉保健局）

東京都全域

療養病床及び一般病床

その他の病床
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２ 地理的特性

（１）地勢

西多摩圏域は、東京都の西方部に位置し、総面積は５７２７０㎞２で東京都全体の約

２６％を占める広大な地域です。新宿副都心からの距離は、瑞穂町で約３０㎞、奥多摩

町で約６０㎞となっています。

東部地域は、河川流域に広がる台地に市街地が形成されベッドタウンになっています。

一方、西部地域は、大半が秩父多摩甲斐国立公園に含まれる緑豊かな自然環境を残した

山地で、多摩川、秋川の二つの河川が西から東へ流れ、東京の水源地となっています。

流域周辺には、水と緑が豊かな生活圏を形成するとともに複数の温泉施設も点在し、行

楽シーズンには都内外から多くの観光客が訪れます。

（２） 道路・交通・上下水道

鉄道は、立川駅を起点とするＪＲ青梅線が多摩川沿いに奥多摩駅まで、拝島駅を起点とす

奥多摩町

檜原村

青梅市

あきる野市

瑞穂町
羽村市

日の出町

 

福生市

東京都

西多摩圏域

11
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（２）交通

鉄道は、立川駅を起点とするＪＲ青梅線が多摩川沿いに奥多摩駅まで、拝島駅を起点

とするＪＲ五日市線が秋川沿いに武蔵五日市駅まで、それぞれ圏域内をおおむね東西方

向に横断しています。またＪＲ八高線が南北方向に走っており、当圏域の玄関口となっ

ている拝島駅から新宿方面に西武線が発着しています。青梅線の東青梅駅以西と五日市

線、八高線は「単線」であり、奥多摩町やあきる野市などから新宿副都心まで２時間以

上を要します。

道路は、東西方向に都道の青梅街道及び五日市街道が、南北方向に東から国道１６号

線、都道の滝山街道、同秋川街道が通っており、このほか奥多摩町と檜原村を結ぶ奥多

摩周遊道路、さらに平成１９年には青梅市とあきる野市を南北方向に走る首都圏中央連

絡自動車道が中央道とつながり、当圏域の基幹的な道路網を形成しています。

バスは、都営バスが北多摩北部地区と青梅地区とを結んでおり、その他のバスも鉄道

駅を起点として、かなりの路線が敷かれていますが、いずれも運転間隔が広い運行とな

っており、一部の自治体では委託によるバス運行で不便さを補っています。
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３ 人口構造・疾病構造

（１）人口構造

≪人口の現状≫

平成３０年 月現在の住民基本台帳人口（外国人含む。）によると、西多摩圏域の人

口は、３８８ ４５５人で、これは東京都の総人口の２ ８ に当たります。市町村別では、

青梅市が最も多く、圏域全体の３４ ８％を占めています。檜原村、奥多摩町はともに１

万人以下となっています。

区 分 総  数 男 女

東京都

西多摩圏域

青梅市

福生市

羽村市

あきる野市

瑞穂町

日の出町

檜原村

奥多摩町

平成３０年１月１日の住民基本台帳人口（外国人を含む。）

資料：「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」（平成30年１月）（東京都総務局）

西多摩圏域の平成３０年 月現在の住民基本台帳の老年人口（６５歳以上）は、２８

４％で、東京都の２２ ６％を約６ポイント上回っています。市町村の老年人口の割合は

いずれも東京都の平均を上回っていますが、特に檜原村と奥多摩町は人口の約半数が老

年人口となっており、高度に高齢化が進行しています。

 
資料：「住民基本台帳による東京都の世帯と人口 平成３０年１月」（東京都総務局）
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平成２７年国勢調査によると、平成２７年の西多摩圏域の就業人口は、１７１５６１

人です。そのうち第一次産業が１３％、第二次産業が２５８％、第三次産業が６６５％

となっており、第二次産業の就業率は東京都の１５３％と比べ高く、第三次産業の就業

率は東京都の７２１％より低くなっています。

東京都と西多摩の就業率

区　　分
第一次産業

（農業・林業等）
第二次産業

（製造業・建設業等）
第三次産業

（小売・サービス業等）
区分不能

東　京　都

西多摩圏域

資料：「平成27年国勢調査」（総務省統計局）

≪将来推計人口≫

国勢調査に基づく将来推計人口によると、東京都の年少人口は平成３２年（２０２０

年）以降減少を続ける一方、高齢者人口は増加を続け、平成５７年（２０４５年）の高

齢者人口は約４１８万人に達し、全人口に占める高齢者人口の割合は 割を超え、都民

のおよそ 人に 人が６５歳以上の高齢者という極めて高齢化の進んだ社会が到来す

ることが予測されています。

西多摩圏域では、総人口が減少を続け平成５７年の総人口は平成２７年（２０１５年）

の２４２ 減の約３０万人になると推計されています。東京都と同様、年少人口が減少

し高齢者人口が増加しますが、特に１５歳から６４歳の生産人口の減少が著しく、同期

間推計において東京都の減少率が１０１ であるのに対し、西多摩圏域では３８７ の

減少となっています。高齢者人口の割合は、東京都全体より西多摩圏域が高い割合を示

し、その差は年々拡大すると予想されています。

資料：「日本の将来推計人口（平成２９年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）
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≪世帯数≫

平成２６年 月に公表された「東京都世帯数の予測」によると、西多摩圏域の総世帯

数は平成２２年の国勢調査結果による１５２９７０世帯から、２５年後の平成４７年

（２０３５年）には１４３７１６世帯に減少する中で、高齢者のみの世帯数は上昇を続

け、平成２２年の２９０３６世帯から平成４７年には４２７１７世帯に増加し、一般世

帯数に占める高齢者のみ世帯数の割合も１９０ から２９７ に上昇すると予想され

ています。

※ 歳以上の高齢者単独世帯と世帯主が 歳以上の夫婦の世帯の合計数

※ 国勢調査結果による数値であり、 歳未満の世帯並びに世帯の家族類型「不詳」を含む。

資料：「東京都世帯数の予測」（平成２６年３月公表）（東京都総務局）

≪平均寿命≫

平均寿命は出生時（０歳）における平均余命のことをいい、保健福祉水準を総合的に

示す指標の一つです。平成２７年の厚生労働省「市区町村別生命表」によると、男性は

全国８０８歳、東京都８１１歳、また女性は全国８７０歳、東京都８７３歳となって

います。西多摩圏域の市町村別の平均寿命は、男性は羽村市の８１３歳、女性は福生市

の８７２歳が最高となっています。

資料：「平成 年市区町村別生命表」（平成 年４月公表）（厚生労働省）
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≪６５歳健康寿命≫

近年は寿命を伸ばすだけでなく、いかに健康に生活できる期間を伸ばすかに関心が高

まっています。「健康寿命」は、日常的に介護を必要とせず、自立した生活ができる生

存期間のことで、東京都においては「６５歳健康寿命」を指標にしています。

下表は、６５歳に達した西多摩圏域の住民が「要支援１」以上の介護認定を受けるま

での期間を算出したものです。東京都福祉保健局によると、平成２８年の西多摩圏域の

６５歳健康寿命は、男女ともに東京都全体よりも高い数値となっています。

※郡部：瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町

資料：「平成 年 歳健康寿命（東京保健所長会方式）算出結果区市町村一覧」（東京都福祉保健局）

≪出生≫

平成２８年の西多摩圏域の出生数は２５１９人で、人口千対出生率は６５と東京都の

８５より２ポイント低い状況です。平成１９年から平成２８年まで、東京都の出生数・

人口千対出生率はおおむね横ばいから微増の一方、西多摩圏域はともに減少傾向が続い

ています。

なお、合計特殊出生率 では、西多摩圏域は東京都より高い数値で推移していて、平

成２８年でも西多摩圏域は１３４と東京都の１２４より高くなっています。

                                                   
1 合計特殊出生率：15 歳～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一

生の間に産むとした時の子供の数に相当する。 

歳健康寿命（東京保健所長会方式）とは

歳健康寿命とは、 歳の人が何らかの障害のために日常生活動作が制限されるまでの年齢を平均的に表

したものです。東京都では、 歳健康寿命の算出に当たり、平均的自立期間を「要介護２以上」又は「要支援

１以上」の認定を受けるまでの つのパターンで算出する東京保健所長会方式を採用しています。

歳健康寿命（歳）＝ （歳）＋ 歳平均自立期間（年）

歳平均余命（歳）＝ 歳平均自立期間（年）＋ 歳平均障害期間（年）

参 考
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参 考
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資料：「人口動態統計」（東京都福祉保健局）

≪死亡≫

平成２８年の西多摩圏域の死亡数は４５５９人で、人口千対死亡率は１１７と東京都

の８６より３１ポイント高く、高齢化に伴う増加傾向が顕著です。平成１９年から平成

２８年までの死亡数・人口千対死亡率は、東京都も西多摩圏域もおおむね増加傾向にあ

ります。

資料：「人口動態統計」（東京都福祉保健局）
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≪乳児死亡率・死産率≫

西多摩圏域の乳児死亡率では、平成１９年から平成２８年までの１０年間の平均が出

生千対２１と、東京都２１と同程度で推移していますが、同期間における出生千対死産

率（妊娠満１２週以後の死児の出産）は、西多摩２４５、東京都２２５と都全体の平均

よりも２ポイント高くなっています。

資料：「人口動態統計」（東京都福祉保健局）

（２）疾病構造

≪主要死因別死亡割合≫

平成２８年の西多摩圏域の主要死因は、ほぼ東京都と同様で生活習慣病が上位を占め、

第 位が悪性新生物（がん）、第２位が心疾患で、第３位が肺炎、第 位が脳血管疾

患で、この上位 疾患で死因の５７４ を占めています。

肺炎による死亡は、高齢者の増加に伴い増加傾向にあり、東京都・西多摩圏域とも平

成２４年以降、脳血管疾患を追い抜いて死因の第 位となっています。

資料：「人口動態統計 平成 年（未掲載資料）」（東京都福祉保健局）
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≪主要疾患標準化死亡比≫

東京都を基準とした西多摩圏域の平成２７年主要疾患別標準化死亡比は、がんは総じ

て低いものの、女性の心疾患、男女の脳血管疾患は東京都の標準を大きく上回っていま

す。

　　　　　　平成27年　主要疾病の標準化死亡比（東京都を100とした場合）

乳がん 子宮がん

男 女 男 女 男 女 女 女 男 女 男 女

資料：「人口動態統計　平成27年（未掲載資料）」（東京都福祉保健局）

脳血管疾患

西　多　摩

区　　分

悪性新生物（部位別）
心疾患

胃がん 肺がん 大腸がん

４ 保健医療資源

（１）医療機関等の状況

≪病院≫

西多摩圏域には、平成２８年１０月現在、病院が３０施設あり、人口１０万人当たり

でみると７７施設で、東京都の４８施設を上回っています。内訳では、精神科病床のみ

を有する精神科病院が９病院、人口１０万人当たり２３と、東京都の ４を大きく上回

っています。一般病院について開設主体別にみると、４病院が公立病院、１７病院が民

間病院です。

病院数

再掲）一般病院 再掲）精神科病院

平成28年10月１日現在（上段：病院数、下段：人口10万対）

資料：「東京都の医療施設－平成28年医療施設（動態）調査・病院報告結果報告書」

　　　（東京都福祉保健局）

東　京　都

西　多　摩

区　　分 病　院

標準化死亡比
標準化死亡比（ ： ）：年齢調整死亡率と同様、年齢構成の差によ

る影響を除き、死亡率を他の集団と比較することができるよう調整した指標で、対象集団（西多摩圏域）

の各年齢人口が、基準集団（ここでは東京都）と同じ死亡率で死亡したと仮定して計算される期待死亡

数の和と、対象集団で実際に死亡した数の比。この値が より高い場合は、標準より死亡率が高いと

判断される。

参 考
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病院機能連携の中核を担う地域医療支援病院 については、平成２９年 月に青梅市

立総合病院が都知事の承認を受けました。救急告示病院は７病院、災害拠点病院は、青

梅市立総合病院、公立阿伎留医療センター、公立福生病院の３病院が都知事の認定・指

定を受けています。

圏域の病院設置状況

区　　分 西多摩圏域 東京都

一般病院

精神科病院

　（再掲）　地域医療支援病院

　（再掲）　救急告示病院

　（再掲）　療養病床を有する病院

　　　（東京都福祉保健局）

資料：「東京都の医療施設－平成28年医療施設（動態）調査・病院報告結果報告書」

平成28年10月１日現在 （か所）

3 

病院病床数は、平成２８年１０月現在、総病床数６ ６８９床で、内訳は、一般病床数

１ ８３３床、精神病床数２ ６１５床、療養病床数２ ２３７床、感染症病床数４床とな

っています。

西多摩圏域の人口１０万人当たり病院総病床数は１ ７１６ ４床で、東京都の９４２ １

床を大幅に上回っていますがその大半は精神病床、療養病床が占めており、一般病床は

４７０ ３床と東京都の５９７ ２床をかなり下回っています。病院病床数は、東京都、西

多摩圏域ともに減少傾向にあります。

病床数
平成28年10月１日現在（上段：床、下段：人口10万対）

一般病床数 精神病床数 感染症病床数 結核病床数 療養病床数

資料：「東京都の医療施設－平成28年医療施設（動態）調査・病院報告結果報告書」（東京都福祉保健局）

一般診療所
病床数

東　京　都

西　多　摩

区　　分 病院病床数

≪一般診療所・歯科診療所・薬局等≫

東京都では一般診療所及び歯科診療所は増加傾向にありますが、西多摩圏域では微減

傾向にあります。平成２８年１０月現在、西多摩圏域の一般診療所は２４９か所、歯科

診療所は１８６か所で、人口１０万人対で比較するといずれも東京都全体の数値を下回

っています。

                                                   
2 地域医療支援病院：医療施設機能の体系化の一環として、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用等を通じて、か

かりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等を有するも

のについて、都道府県知事が個別に承認している。 
3 精神科病院：精神科病床のみを有する病院。
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傾向にあります。平成２８年１０月現在、西多摩圏域の一般診療所は２４９か所、歯科

診療所は１８６か所で、人口１０万人対で比較するといずれも東京都全体の数値を下回

っています。

                                                   
2 地域医療支援病院：医療施設機能の体系化の一環として、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用等を通じて、か

かりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等を有するも

のについて、都道府県知事が個別に承認している。 
3 精神科病院：精神科病床のみを有する病院。
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一般診療所数・歯科診療所数・薬局数 （上段：か所、下段：人口10万対）

平成28年10月１日現在 平成29年３月31日現在

（再掲）小児科 （再掲）有床診療所

　　　「福祉・衛生　統計年報（平成28年）」（東京都福祉保健局）

薬局数

資料：「東京都の医療施設－平成28年医療施設（動態）調査・病院報告結果報告書」（東京都福祉保健局）

歯科診療所
一般診療所

総数

東　京　都

西　多　摩

区　　分

 

 
東京都の薬局数は増加傾向が続いており、平成２８年度末現在、６６０４施設（人口

１０万人対で４８５施設）ですが、西多摩圏域では微増減を繰り返しており、同年度末

において１６７施設となっています。

訪問看護ステーションは、平成２９年 月現在、３２施設となっています。

（２）保健施設の状況

平成１６年度、多摩地域における東京都保健所の再編整備により、多摩川保健所と秋

川保健所が統合され、現西多摩保健所が誕生しました。これを機に、西多摩保健所は、

地域保健の広域的、専門的かつ技術的拠点としての機能を強化し、青梅市、福生市、羽

村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町と連携して、西多摩地域の保

健医療の向上に取り組んでいます。

また、再編に当たり、あきる野市役所五日市出張所内に西多摩保健所秋川地域センタ

ーを設置し、旧秋川保健所管内を対象とした食品衛生等の対応窓口としています。

保健センターは、健康相談、保健指導と健康診査、その他の地域保健に関し、地域住

民に身近な対人保健サービスを総合的に行う拠点として、地域保健法第１８条に基づき、

市町村が設置しています。西多摩圏域には、平成３０年４月現在、保健センター・相談

所が９か所設置されています。

（３）高齢者福祉施設等の状況

西多摩圏域には高齢者福祉施設が多く、平成２９年１０月現在の住民基本台帳の６５

歳以上の人口１０万人当たりの施設数は、介護老人福祉施設が東京都１８０に対し西多

摩圏域は６４８と３６倍となっており、介護老人保健施設が東京都６４に対し西多摩

圏域は１３０と約２倍となっています。

また、平成１８年の改正介護保険法の施行により、高齢者やその家族等を総合的に支

援する地域包括支援センターが創設され、西多摩圏域には平成２９年４月現在１４か所

設置されています。
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高齢者福祉施設
平成29年10月１日現在（上段：か所、下段：65歳以上人口10万対）

施設数 定員数 施設数 定員数

西　多　摩

資料：東京都福祉保健局調べ

介護老人福祉施設 介護老人保健施設
区　　分

東　京　都

（４）保健医療従事者

平成２８年度医師・歯科医師・薬剤師調査（東京都集計結果報告・住所地ベース）に

よると、西多摩圏域の人口１０万人当たりの医師、歯科医師及び薬剤師の数は、東京都

の平均を大きく下回っています。

保健医療従事者の数は、東京都、西多摩圏域とも増加傾向にあります。

西多摩圏域の保健医療施設には、その他にも、社会福祉士、介護福祉士等が従事して

います。これらの多様な専門職種の役割は、各機関との連携により地域のケア体制や介

護福祉サービスを支える重要なものです。

資料：「医師・歯科医師・薬剤師調査 東京都集計結果報告」（東京都福祉保健局）

「福祉・衛生 統計年報」（東京都福祉保健局）」
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高齢者福祉施設
平成29年10月１日現在（上段：か所、下段：65歳以上人口10万対）

施設数 定員数 施設数 定員数

西　多　摩

資料：東京都福祉保健局調べ

介護老人福祉施設 介護老人保健施設
区　　分

東　京　都

（４）保健医療従事者

平成２８年度医師・歯科医師・薬剤師調査（東京都集計結果報告・住所地ベース）に

よると、西多摩圏域の人口１０万人当たりの医師、歯科医師及び薬剤師の数は、東京都

の平均を大きく下回っています。

保健医療従事者の数は、東京都、西多摩圏域とも増加傾向にあります。

西多摩圏域の保健医療施設には、その他にも、社会福祉士、介護福祉士等が従事して

います。これらの多様な専門職種の役割は、各機関との連携により地域のケア体制や介

護福祉サービスを支える重要なものです。

資料：「医師・歯科医師・薬剤師調査 東京都集計結果報告」（東京都福祉保健局）

「福祉・衛生 統計年報」（東京都福祉保健局）」
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保健医療従事者数の状況

（人） （人口10万対） （人） （人口10万対）

医 師

歯 科 医 師

薬 剤 師

保 健 師

助 産 師

看 護 師

准 看 護 師

歯 科 衛 生 士

歯 科 技 工 士

理 学 療 法 士

作 業 療 法 士

言 語 聴 覚 士

診 療 放 射 線 技 師

診療 ｴ ｯ ｸ ｽ 線技師

臨 床 検 査 技 師

衛 生 検 査 技 師

管 理 栄 養 士

栄 養 士

社 会 福 祉 士

精 神 保 健 福 祉 士

介 護 福 祉 士

医療社会事業従事者

※医療従事者数は常勤換算した値である。

※医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士は平成28年12月31日現在、

　上記以外は平成28年10月1日現在。

資料：「平成28年　医師・歯科医師・薬剤師調査　東京都集計結果報告」（東京都福祉保健局）

　　　「福祉・衛生　統計年報（平成28年）」（東京都福祉保健局）

　　　「東京都の医療施設－平成28年医療施設（動態）調査・病院報告結果報告書－」（東京都福祉保健局）

区　　　分
東　京　都 西　多　摩
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